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• 中川・綾瀬川圏域は、埼玉県東部、東京都東部および茨城県の一部を含み、利根川、江戸川、荒川に囲

まれた低平な流域である。

• 埼玉県東部など上流区間も含め、圏域全体の流域面積は約987km2である。

• 東京都区間においては、東京東部に広がる東部低地帯と呼ばれる地域を流下し、東京湾へ注いでいる。
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• 中川放水路（現中川）、新中川放水路（現新中川）など、人為的な整備や開削により、本来の河道とは

異なる直線的な流れとなっている河川がある。

• 中川の河道が大きく蛇行した通称「七曲」や旧江戸川、大場川においては、河川本来の蛇行や植生が

残っている。

流域及び河川の概要

中川・綾瀬川圏域

都管理
河川名

延⾧(km)

全延⾧ 都管理区間

旧江戸川 9.36 9.20

新川 3.68 3.68

中川 81.00 12.40

綾瀬川 48.00 7.20

新中川 7.84 7.84

大場川 16.80 2.42

伝右川 18.20 0.57

垳川 2.25 2.25

毛⾧川 9.73 6.97

圏域内都管理河川一覧
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• 元来低地帯で地盤が軟弱であったことに加え、地盤沈下が進行した結果、高潮、洪水、大地震等

の自然災害に対して極めて脆弱な地域となっている。

• 昭和24年8月に発生したキティ台風による高潮被害は、床上浸水73,751戸、床下浸水64,127戸、死

傷者122人という被害を出し、昭和33年9月に発生した狩野川台風では床上浸水123,626戸、床下浸

水340,404戸、死傷者200人を数える大災害となった。

河川整備の現状と課題 –過去の水害発生状況-

狩野川台風による被害（昭和33年9月）
江東区大島付近

キティ台風による被害（昭和24年8～9月)
総武線平井駅付近

主な水害記録



河川整備の現状と課題 –河川の整備状況-

• 中川、旧江戸川等外郭河川の防潮堤や水門の整備は概成している。

• 東日本大震災を契機として、将来にわたって考えられる最大級の強さを持つ地震に対応するため、耐

震・耐水対策を実施している。

• 中川、新中川、旧江戸川、綾瀬川では、市街地との一体整備により、コンクリートによる直立の防潮

堤を改築し、盛土による緩傾斜型堤防を整備するスーパー堤防整備事業を実施している。

防潮堤耐震補強工事（中川）

水門耐震補強工事（上平井水門） 中川スーパー堤防（葛飾区奥戸）
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防災船着場
（旧江戸川東篠崎）

植栽された高水敷（新中川）

防災船着場整備状況

河川整備の現状と課題 –河川の整備状況-

• 平成7年の阪神・淡路大震災を契機に、災害時における河川舟運の有効性が注目され、災害時における

河川舟運が有効に機能を果たすための拠点となる防災船着場を整備している。

• 堤防法面や高水敷では、芝やクローバーなどが植栽され、周辺地域の住民が利用できる環境となって

いる。
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河川整備計画の目標及び実施に関する事項 –洪水、津波、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項-

• 将来にわたって考えられる最大級の強さをもつ地

震に対応するため、耐震対策事業として鋼管矢板

打設及び地盤改良等を行うことにより耐震性を確

保する。

• 水門、排水機場等について、地盤改良や躯体補強

などにより耐震性を確保する。また、設備の高設

置化や水密化を行うことによる耐水対策を実施し、

設備の⾧寿命化を図る。

令和３年12月に策定した

「東部低地帯の河川施設整備計画（第二期）」

に基づき対策を実施

地震水害対策（新たな計画策定に伴う変更）

耐震対策事業計画平面図
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洪水対策（変更なし）

• 洪水による災害の発生防止及び軽減について

は、年超過確率1/10規模の48時間あたり217 

mm規模の降雨に対して、安全に流下させるこ

とのできる整備を目指す。

計画流量配分図

高潮対策（変更なし）

• 高潮による災害の発生の防止及び軽減に関し

ては、昭和34年の伊勢湾台風と同規模の台風

が、東京湾及び主要河川に対して最大の被害

をもたらすコースを進んだときに発生する高

潮（A.P.+5.1m）に対して、安全であることと

する。なお、中川、綾瀬川、新中川、毛⾧川

は、上記の高潮に対して、上平井水門と今井

水門を閉鎖後、上流域の洪水をA.P.+4.0mまで

河道に湛水（水を貯留）できる整備をする。

河川整備計画の目標及び実施に関する事項 –洪水、津波、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項-

堤防（中川）
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実施期間 ：令和４年２月１日～３月４日（４週間）

実施方法 ：原案の公表、リーフレットの配布

実施場所 ：都庁河川部、都・建設事務所（２箇所）、流域区（３区）、都HP
※都・市町広報への掲載、HP・Twitter・Facebookでの情報提供により周知

＜意見聴取の実施概要＞

＜提出意見（総括）＞

河川環境に関すること ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４件

計画目標・期間に関すること ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４件

スーパー堤防整備に関すること ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １件

合計９件
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寄せられた主な意見と回答（抜粋）

パブリックコメントの実施結果

主な意見 回答（案）

◆河川環境に関すること

中川左岸の表法面芝張り整備（河川テラス側）は，
新小岩ポンプ所～松江第二中学校迄の間（約1.8km）
のみが未実施です．早期の整備をお願いします．
護岸環境を改善するためにもテラス側の芝張り整

備を進めて頂けると地域として大変ありがたいです．
既に芝張り済みの法面箇所はペットボトル，空き缶
等のポイ捨が激減するなどプラゴミポイ捨て対策に
効果を発揮しています． 中川においては、耐震対策や緩傾斜型堤防整備な

どの工事状況を踏まえ、順次、堤防法面の緑化工事
を実施しております。
いただいたご意見については、今後整備を進める

際の参考にさせていただきます。堤防法尻部や階段脇の植栽（つつじ等）スペース
には、植込みが物陰になることからゴミのポイ捨て
がされ易い環境となっています．
法面の芝張り整備に合せて，法面全面芝張りにし

て頂きたいと思います．
芝張りにより物陰が無くなることでゴミのポイ捨て
防止に効果を発揮すると考えます．
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寄せられた主な意見と回答（抜粋）

パブリックコメントの実施結果

主な意見 回答（案）

◆計画目標・期間に関すること

平成12年7月の「中川・綾瀬川流域整備計画」にお
ける目標と同じ水準の目標が踏襲されていることは
計画の目標とする治水安全度として適切ではない。
国の管理区間における中川の整備計画に関する論

議のなかでは、おおむね30年に１回の確率で生起す
ると予想される規模の洪水を安全に処理する必要が
あるとされており、本原案における、年超過確率
1/10規模の降雨に対して安全に流下させる、もしく
は計画規模の洪水を安全に流下させるという目標水
準は、整合性に欠けると見受けられる。

中川・綾瀬川圏域の河川は、管理者が国交省や埼
玉県など複数に跨るため、国や都県等の関係者で構
成される中川・綾瀬川流域総合治水対策協議会によ
り、中川・綾瀬川流域整備計画を策定し、圏域全体
の整備目標を定めています。
今後、同協議会等により圏域全体の整備目標が見

直された場合は、中川・綾瀬川圏域の東京都管理区
間においても、整備目標の見直しを行っていきます。


